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国
民
健
康
保
険

町住民生活課　TEL 096‒234‒1113（内線 108）

■
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る

　

人
は
所
得
の
申
告
が
必
要
で
す

　

国
民
健
康
保
険
は
、
所
得
に
よ
っ
て

国
民
健
康
保
険
税
の
額
や
医
療
費
の
自

己
負
担
限
度
額
な
ど
を
計
算
し
ま
す
。

　

国
保
被
保
険
者
で
前
年
中
（
１
月
〜

12
月
）
の
収
入
が
な
い
人
や
収
入
が
障

害
年
金
・
遺
族
年
金
の
み
の
人
も
、
必

ず
申
告
を
し
ま
し
ょ
う
。

■
申
告
を
し
な
い
と
国
保
税
の
軽
減

　

な
ど
が
受
け
ら
れ
ま
せ
ん

　

国
保
に
は
、
所
得
額
に
よ
っ
て
国
保

税
が
軽
減
さ
れ
る
措
置
が
あ
り
ま
す

が
、
申
告
を
し
な
い
と
所
得
の
額
が
分

か
ら
な
い
た
め
国
保
税
の
軽
減
措
置
が

受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
医
療
費
の
自
己
負
担
限
度
額

判
定
も
、
所
得
額
に
基
づ
い
て
行
わ
れ

る
の
で
、
収
入
が
な
く
て
も
申
告
を
し

な
い
と
医
療
機
関
で
の
窓
口
負
担
が
高

額
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

■ 「
医
療
費
の
お
知
ら
せ
」
が
確
定

申
告
に
使
用
で
き
ま
す

　

町
か
ら
国
民
健
康
保
険
者
の
皆
さ
ん

へ
配
布
し
て
い
る
「
医
療
費
の
お
知
ら

せ
」
は
、
確
定
申
告
の
医
療
費
控
除
の

手
続
き
で
医
療
費
の
明
細
書
と
し
て
使

用
で
き
ま
す
。

　

医
療
費
控
除
の
計
算
は
、「
お
知
ら

せ
」
の
「
患
者
負
担
額
」
に
記
載
さ
れ

て
い
る
自
己
負
担
相
当
額
を
基
に
行
い

ま
す
。「
お
知
ら
せ
」
に
記
載
さ
れ
て

い
な
い
も
の
が
あ
る
場
合
や
、
実
際
に

負
担
し
た
額
が
異
な
る
場
合
は
、
自
身

で
額
を
訂
正
し
て
申
告
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

　

11
〜
12
月
診
療
分
の
「
お
知
ら
せ
」

は
来
年
５
月
に
配
布
し
ま
す
。
来
年
２

月
中
旬
か
ら
始
ま
る
確
定
申
告
で
は

11
〜
12
月
診
療
分
の
領
収
証
が
必
要
で

す
の
で
保
管
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
期
間
内
に
申
告
を
し
ま
し
ょ
う

　

申
告
期
間
は
毎
年
２
月
中
旬
か
ら
３

月
中
旬
ま
で
で
す
。
期
間
内
に
申
告
し

て
い
た
だ
く
こ
と
が
国
保
の
適
正
な
運

営
に
つ
な
が
り
ま
す
の
で
、
皆
さ
ん
の

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。
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国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
が
高
額
な

医
療
費
を
支
払
っ
た
と
き
は
、「
高
額

療
養
費
制
度
」
を
活
用
す
る
こ
と
で
、

支
払
っ
た
医
療
費
の
一
部
払
い
戻
し
を

受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

■ 

高
額
療
養
費
制
度
と
は

　

高
額
療
養
費
制
度
と
は
、
同
一
月

（
１
日
か
ら
月
末
ま
で
）
に
掛
か
っ
た

医
療
費
の
自
己
負
担
額
が
高
額
に
な
っ

た
場
合
、
一
定
の
金
額
（
自
己
負
担
限

度
額
）
を
超
え
た
分
が
後
で
払
い
戻
さ

れ
る
制
度
で
す
。
払
い
戻
し
を
受
け
る

た
め
に
は
申
請
が
必
要
で
す
。

※
入
院
時
の
差
額
ベ
ッ
ド
代
や
食
事
代
、

　

保
険
外
診
療
は
対
象
外
で
す
。

▼
高
額
療
養
費
の
申
請
に
必
要
な
も
の

・
国
民
健
康
保
険
高
額
療
養
費
支
給
申

　

請
書

・
医
療
機
関
な
ど
で
発
行
さ
れ
た
医
療

　

費
の
領
収
証
や
支
払
証
明
書
な
ど

・
印
か
ん

・
世
帯
主
名
義
の
預
金
口
座
番
号
な
ど

　

が
分
か
る
も
の

・
世
帯
主
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
（
個
人
番

　

号
）
が
分
か
る
も
の

■ 

自
己
負
担
限
度
額
と
は

　

自
己
負
担
限
度
額
は
、
同
じ
世
帯
内

の
国
保
被
保
険
者
や
世
帯
主
な
ど
の
年

齢
お
よ
び
所
得
状
況
な
ど
に
よ
り
設
定

さ
れ
て
い
ま
す
。
同
じ
月
内
に
同
じ
医

療
機
関
に
支
払
っ
た
対
象
と
な
る
一
部

負
担
金
が
、
限
度
額
を
超
え
た
と
き
は
、

超
え
た
分
を
申
請
に
よ
り
受
け
取
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

自
己
負
担
限
度
額
は
、
年
齢
や
総

所
得
金
額
、
制
度
の
利
用
回
数
な
ど
で

異
な
り
ま
す
。
自
己
負
担
限
度
額
の
詳

細
に
つ
い
て
は
、
町
住
民
生
活
課
保
険

係
ま
で
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

■ 

医
療
費
が
高
額
な
と
き
は「
限
度
額

適
用
認
定
証
」を
利
用
し
ま
し
ょ
う

　

医
療
費
が
高
額
に
な
る
こ
と
が
事
前

に
分
か
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
申
請
に

よ
り
町
が
発
行
す
る
「
限
度
額
適
用
認

定
証
」
や
「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担

額
減
額
認
定
証
」
を
医
療
機
関
に
提
示

す
る
と
、
窓
口
で
の
支
払
い
が
自
己
負

担
限
度
額
ま
で
で
済
み
ま
す
。

医療費が高額だったときは高額
療養費制度を活用しましょう

詳しくは町住民生活課までお尋ねください

国保被保険者の皆さん
所得の申告を忘れずに

国保イメージキャラクターの上白石萌歌さん
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■
納
め
た
国
民
年
金
保
険
料
は
全
額

　

が
社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
で
す

　

国
民
年
金
保
険
料
は
、
所
得
税
お
よ

び
住
民
税
の
申
告
に
お
い
て
全
額
が
社

会
保
険
料
控
除
の
対
象
と
な
り
、
そ
の

年
の
課
税
所
得
か
ら
控
除
さ
れ
、
税
額

が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

　

控
除
の
対
象
と
な
る
の
は
、

２
０
１
９
年
１
月
か
ら
12
月
ま
で
に
納

付
し
た
保
険
料
の
全
額
で
、
過
去
の
年

度
分
や
追
納
分
も
含
ま
れ
ま
す
。ま
た
、

ご
自
身
の
保
険
料
だ
け
で
な
く
、
配
偶

者
や
ご
家
族
の
負
担
す
べ
き
保
険
料
を

支
払
っ
て
い
る
場
合
、
そ
の
保
険
料
も

合
わ
せ
て
控
除
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

■ 

社
会
保
険
料
控
除
証
明
書
は
確
定

申
告
に
必
要
で
す

　

２
０
１
９
年
中
に
納
付
し
た
保
険
料

に
つ
い
て
社
会
保
険
料
控
除
を
受
け
る

た
め
に
は
、
年
末
調
整
や
確
定
申
告
を

行
う
と
き
に
、
領
収
証
書
な
ど
保
険
料

を
支
払
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
の

添
付
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
２
０
１
９
年
１
月
１
日

か
ら
９
月
30
日
ま
で
の
間
に
保
険
料
を

納
付
さ
れ
た
方
に
は
、
11
月
上
旬
に
日

本
年
金
機
構
か
ら
「
社
会
保
険
料
（
国

民
年
金
保
険
料
）
控
除
証
明
書
」
が
送

ら
れ
ま
す
の
で
、
申
告
書
提
出
の
際
に

は
必
ず
こ
の
証
明
書
ま
た
は
領
収
証
書

を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　

２
０
１
９
年
10
月
１
日
か
ら
12
月
31

日
ま
で
の
間
に
、
今
年
初
め
て
保
険
料

を
納
付
さ
れ
た
方
へ
は
、
翌
年
の
２
月

上
旬
に
送
付
さ
れ
ま
す
。

　

控
除
証
明
書
に
つ
い
て
の
ご
照
会

は
、
控
除
証
明
書
の
は
が
き
に
表
示
さ

れ
て
い
る
日
本
年
金
機
構
の
電
話
番
号

に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
保
険
料
は
期
限
内
に
納
付
を

　

税
法
上
と
て
も
有
利
な
国
民
年
金

は
、
老
後
は
も
ち
ろ
ん
不
慮
の
事
故
な

ど
万
一
の
と
き
に
も
心
強
い
味
方
と
な

る
制
度
で
す
。
保
険
料
は
納
め
忘
れ
の

な
い
よ
う
き
ち
ん
と
納
め
ま
し
ょ
う
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

熊
本
東
年
金
事
務
所

　

TEL
０
９
６
‐
３
６
７
‐
２
５
０
３

社会保険料控除には
控除証明書が必要です

詳しくは町住民生活課にお問い合わせください

　

御
船
甲
佐
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
は
、

御
船
町
と
甲
佐
町
で
設
置
す
る
御
船
町

甲
佐
町
衛
生
施
設
組
合
が
運
営
す
る
一

般
廃
棄
物
の
中
間
処
理
施
設
で
す
。

　

各
家
庭
か
ら
出
さ
れ
た
燃
や
す
ご
み

は
、
ご
み
収
集
車
に
よ
っ
て
ク
リ
ー
ン

セ
ン
タ
ー
に
運
ば
れ
、焼
却
さ
れ
ま
す
。

ま
た
、
空
き
缶
な
ど
の
資
源
ご
み
を
一

時
保
管
後
に
売
却
し
、

な
ど
の
埋
め
立
て
ご
み
は
破
砕
し
て
最

終
処
分
場
へ
と
搬
出
し
て
い
ま
す
。

■
平
成
30
年
度
の
ご
み
搬
入
量
は

　

前
年
比
８
３
３
㌧
の
減
少

　

平
成
30
年
度
に
お
け
る
同
セ
ン

タ
ー
へ
の
ご
み
搬
入
量
は
合
計
で

７
，０
７
７
㌧（
前
年
比
８
３
３
㌧
減
少
）

で
し
た
。
処
理
区
域
内
（
御
船
町
お
よ

び
甲
佐
町
）
の
住
民
１
人
１
日
当
た
り

で
は
５
５
０
㌘
と
な
り
ま
し
た
。

搬入量（㌧）

5,956

601

183

337

7,077

搬入ごみ種別

可燃ごみ

資源ごみ

粗大ごみ

直接持ち込み

合　計

■ 

平
成
30
年
度
の
資
源
ご
み
売
却
に

よ
る
収
益
は
５
，７
４
０
千
円

　

搬
入
さ
れ
た
資
源
ご
み
は
同
セ
ン

タ
ー
内
で
中
間
処
理
を
行
っ
た
後
、

資
源
回
収
業
者
に
売
却
ま
た
は
再
資

源
化
を
委
託
し
て
い
ま
す
。
昨
年
度

の
資
源
ご
み
売
却
に
伴
う
収
益
は

５
，７
４
０
千
円
で
し
た
。
こ
の
収
益

は
、
同
セ
ン
タ
ー
の
運
営
資
金
に
充
て

ら
れ
て
い
ま
す
。

搬出量（㌧）

2.3

44.3

4.7

10.0

2.3

品目

牛乳パック

古 着

廃食油

乾電池

食品トレイ

搬出量（㌧）

90.5 

90.0

1.1

44.8

6.8

品目

段ボール

雑 誌

小型家電

ペットボトル

蛍光灯

搬出量（㌧）

49.9

114.4

11.9

194.3

145.8

品目

空き缶

新聞紙

紙製容器包装

粗大金属

空きビン

御船甲佐クリーンセンター
平成 30 年度ごみ処理実績

詳しくは町環境衛生課へお尋ねください


